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NO 項⽬ 質問 回答

1 事業内容

★教室代替事業について
伝統⽂化親⼦教室事業（教室実施型）に応募しましたが、教室で10名以上の参
加⼈数を確保することが困難であったため、地域展開型への応募も検討していました。
地域展開型では、地⽅公共団体等を中⼼とする実⾏委員会等の構成団体となって
教室代替事業へ応募します。教室に代替する取組が教室実施型に応募済の提案
書と同⼀事業の場合両⽅採択されるのでしょうか。

教室実施型への応募と地域展開型への応募が、いずれも審査基準を満たしている場
合は、原則地域展開型にて採択され、教室実施型では不採択となります。
同⼀内容の事業に、重複して⽀援を受けることはできません。

2 事業内容
★教室代替事業について
教室代替事業における教室に代替する取組は、伝統⽂化親⼦教室事業（教室実
施型）と同じように３⽇以上５回以上の開催が必須条件になりますか。

教室に代替する取組については、教室実施型と同様の要件を設けるものではありませ
んが、計画的・継続的な体験・修得機会の提供となるよう、教室実施型の要件（３
⽇以上かつ５回以上の開催）に準じるよう開催期間を計画してください。

3 事業内容

☆教室参画事業について
教室参画事業で応募を検討しているが、参画する団体は、伝統⽂化親⼦教室事業
（教室実施型、統括実施型）に応募している団体であることが必須ですか。教室実
施型、統括実施型に応募している団体ではないが、地域で伝統⽂化の習い事の教
室をしている団体ではいけませんか。

全てではありませんが、伝統⽂化親⼦教室事業（教室実施型、統括実施型）に応
募している団体が含まれていることが必須です。

4 事業内容

☆教室参画事業について
伝統⽂化親⼦教室事業（教室実施型）に応募を検討しています。地域展開型で
も⾃⾝が主体として教室参画事業に応募します。⾃ら教室実施型に応募しているた
め、地域展開型（教室参画事業）において参画する教室の団体と主体となる団体
が同⼀となりますが、問題ないでしょうか。

問題ありませんが、経費の⼆重計上等が発⽣しないよう積算にはご注意ください。な
お、統括実施型の応募団体についても同様に考えます。

5 事業内容 応募時に地⽅公共団体との共催または後援の内諾がない場合は応募できないので
しょうか。

応募は可能です。ただし採択後において、共催または後援がなく、連携していないこと
が判明したときには、要件を満たしていないこととなり、 採択を取り消すことがありますの
で、早めに内諾等を取りつけてください。

6 事業内容 複数都市での事業開催を検討しています。各開催都市の地⽅公共団体との共催ま
たは後援の内諾が必要ですか。

各開催都市の地⽅公共団体の共催または後援の内諾が必要です。（なお、No６も
併せて御確認ください。）

7 事業内容 実⾏委員会を今後設⽴して応募することは可能ですか。 可能ですが、令和６年４⽉上旬ごろまでに設⽴するようにしてください。様式１－４
の設⽴年には、設⽴予定⽇を記⼊してください。

8 事業内容 様式１－４の「構成団体」と「関係団体」の違いは何ですか。 「構成団体」は実施団体の⼀部に含まれ、「関連団体」は事業実施には関連はします
が実施団体には含まれない団体を指します。

9 事業内容 １団体から２件以上の重複申請があった際はどうなりますか。

１団体１件のみ応募可能となるため、１件を超えて応募があった事業については、後
から応募した事業が無効になります。（先に提出があったものを受付。）重複があった
場合、事務局から事前連絡する等は⾏いませんので、実施団体内において⼗分連絡
調整を⾏ってください。

10 対象経費 事業において、地域住⺠の参加は可能ですか。 地域住⺠の参加は不可ではありませんが、⼦供とその保護者（教員含む）以外の参
加に係る経費は、⽀援対象外経費となります。

11 対象経費 R5年度は事業の中で、教員に対する取組を⼀部実施していましたが、R6年度も引き
続き事業の⼀部で教員に対する取組を設けてよいですか。

不可です。⼦供を対象とした事業に教員も参加することは可能であり、この場合、教
員の参加に係る経費も⽀援対象となります。ただし、R6年度からは⼦供が参加しない
取組は⽀援対象外となりますので、事業の⼀部であっても教員しか参加しない取組
や、教員しか参加しない⽇程に係る経費は⽀援対象外経費となります。

12 対象経費 参加した⼦供たちが演技披露を⾏う発表会の伴奏者として、プロに出演を依頼予定
です。団体で定めている諸謝⾦の単価で⽀払はできますか。

⼦供たちによる実演の補助や伴奏として、指導者等の演技披露が必要な場合は指
導謝⾦として計上ください。
ただし、指導謝⾦の単価上限は1時間5,200円となります。地⽅公共団体を除き、
実施団体が定める諸謝⾦単価は認められません。

13 アンケート

追跡調査は事業終了後から概ね1年後の実施とありますが、次年度に応募をしない
場合も、実施が必要ですか。アンケート及び追跡調査に係る経費は対象となります
か。

次年度応募をされない場合も必ず実施をしていただき、集計結果をご報告ください。
当年度のアンケートに係る経費は対象経費となりますが、追跡調査の費⽤は対象外と
なりますので経費がかからない⽅法で計画ください。
設問等の詳細につきましては、採択後に改めてご案内します。
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